
【表紙】
 
【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2022年11月11日

【四半期会計期間】 第65期第３四半期(自　2022年７月１日　至　2022年９月30日)

【会社名】 初穂商事株式会社

【英訳名】 HATSUHO SHOUJI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　斎　藤   悟

【本店の所在の場所】 名古屋市中区錦二丁目14番21号

【電話番号】 052-(222)-1066(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理室長　成　田　哲　人

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区錦二丁目14番21号

【電話番号】 052-(222)-1066(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理室長　成　田　哲　人

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 

EDINET提出書類

初穂商事株式会社(E02797)

四半期報告書

 1/20



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第64期

第３四半期
連結累計期間

第65期
第３四半期
連結累計期間

第64期

会計期間
自　2021年１月１日
至　2021年９月30日

自　2022年１月１日
至　2022年９月30日

自　2021年１月１日
至　2021年12月31日

売上高 （千円） 21,869,437 23,372,159 29,909,632

経常利益 （千円） 653,864 1,126,463 938,383

親会社株主に帰属する四半期（当
期）純利益

（千円） 331,442 639,233 501,363

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 421,053 732,952 611,201

純資産額 （千円） 7,769,719 8,539,592 7,959,783

総資産額 （千円） 17,508,822 19,007,195 18,968,455

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 202.51 390.59 306.33

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益

（円） － － －

自己資本比率 （％） 39.2 39.8 37.1

 

回次
第64期

第３四半期
連結会計期間

第65期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　2021年７月１日
至　2021年９月30日

自　2022年７月１日
至　2022年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 79.45 144.51

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首

から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等につい

ては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりませんが、新型コロナウイルス感染症及びロシア・ウクライナ情勢の影響につき

ましては、「２　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(6)経営成績に重要な影響

を与える要因及び経営戦略の現状と見通し」に記載のとおりです。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日において判断したものであります。

(1) 経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、年明け以降の新型コロナウイルス感染症の感染再拡大がピー

クアウトしたことにより、景気に持ち直しの兆しが見られましたが、感染症は拡大と収束を繰り返しており、依然

予断を許さない状況となっております。また、ロシア・ウクライナ情勢の長期化などによる資源価格の高騰によ

り、国内景気は引き続き不安定な状況が続いております。

建設業界におきましては、公共投資においては底堅さが増しており、民間投資においては、企業の設備投資は持

ち直しの動きが見られておりますが、住宅建設については、底堅い動きとなっております。また、依然として鋼材

等の原材料価格の上昇基調が継続しており、厳しい経営環境が続いております。

このような経営環境のなか、当社グループにおきましては、連結グループ経営が本格的にスタートし、「内装建

材事業」、「エクステリア事業」、「住環境関連事業」の三本の事業セグメントを軸に多角的な事業展開によるグ

ループ成長に取り組んで参りました。国内景気において不安定な状況が続き、建設需要は盛り上がりに欠けている

なか、鋼材等の原材料価格の高騰に伴う仕入価格相場に対応した適正な維持を徹底したこと等により、当社グルー

プの業績は、前年同四半期比において、増収増益となりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、233億72百万円(前年同四半期比6.9％増)、営業利益10億５百

万円(前年同四半期比97.9％増)、経常利益11億26百万円(前年同四半期比72.3％増)、親会社株主に帰属する四半期

純利益６億39百万円(前年同四半期比92.9％増)となりました。

なお、「収益認識会計基準」の適用による影響額といたしまして、当第３四半期連結累計期間の売上高が13億24

百万円減少、売上原価が13億９百万円減少いたしましたが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

与える影響は軽微であります。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

（内装建材事業）

内装建材事業は、売上高は109億40百万円(前年同四半期比16.8％増)、営業利益は６億84百万円(前年同四半期比

126.3％増)となりました。

当第３四半期連結累計期間においては、鋼材等の原材料価格の上昇が続いておりますが、仕入価格相場に対応し

た価格改定が順調であったことにより、前年同四半期比において増収増益となりました。

なお、「収益認識会計基準」の適用による影響額といたしまして、売上高が２億76百万円減少、売上原価が２億

65百万円減少いたしましたが、営業利益に与える影響は軽微であります。

（エクステリア事業）

エクステリア事業は、売上高は89億18百万円(前年同四半期比2.5％減)、営業利益は５億32百万円(前年同四半期

比28.7％増)となりました。

当第３四半期連結累計期間においては、「収益認識会計基準」の適用による影響で前年同四半期比において減収

となりましたが、仕入価格等における取引先との契約条件の見直しが進んだことや、リフォーム需要が堅調に推移

したことにより、前年同四半期比において減収増益となりました。

なお、「収益認識会計基準」の適用による影響額といたしまして、売上高が９億39百万円減少、売上原価が９億

35百万円減少いたしましたが、営業利益に与える影響は軽微であります。

（住環境関連事業）

住環境関連事業は、売上高は35億55百万円(前年同四半期比5.4％増)、営業利益は１億72百万円(前年同四半期比

27.2％増)となりました。

当第３四半期連結累計期間においては、中京圏における大型物件や工事案件が増加傾向となったことにより前年

同四半期比において増収増益となりました。

なお、「収益認識会計基準」の適用による影響額といたしまして、売上高が１億８百万円減少、売上原価が１億

８百万円減少いたしましたが、営業利益に与える影響は軽微であります。
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(2) 財政状態の分析

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は190億７百万円となり、前連結会計年度末に比べて38百万円増

加いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金が３億83百万円、電子記録債権が88百万円、商品が３億１百万

円、有形固定資産のその他が77百万円増加し、現金及び預金が７億99百万円減少したことによるものであります。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は104億67百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億41百万

円減少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が２億90百万円、１年内返済予定の長期借入金が１億８百

万円、未払法人税等が１億25百万円、長期借入金が２億66百万円減少し、電子記録債務が１億63百万円、賞与引当

金が43百万円、流動負債のその他が21百万円増加したことによるものであります。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は85億39百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億79百万

円増加いたしました。これは主に、配当金の支払及び親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により利益剰余

金が５億23百万円、非支配株主持分が56百万円増加したことによるものであります。

(3) 経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありませ

ん。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期連結累計期間において、当社が優先的に対処すべき課題について重要な変更はありません。

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

2022年12月期通期の業績予想につきましては、2022年２月14日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び

通期の業績予想について修正しております。詳細につきましては、2022年７月28日公表の「第２四半期（累計）業

績予想及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期やウクライナ情勢等の地政学リスクなど、先行きが不透明な状況が

続くものと見込まれており、今後の状況の変化により、業績予想の修正が必要となった場合には速やかに開示いた

します。
 

［ご参考 2022年度（2022年12月期連結業績見通し）］

売上高 310億89百万円

営業利益 11億20百万円

経常利益 12億70百万円

親会社株主に帰属する当期純利益 ７億５百万円

(注) 上記連結業績見通しに関する注意事項

2022年度（2022年12月期）連結業績予想値は、現時点で入手可能な情報をもとに行った見通しであります。

そのため、上記連結業績予想数値はこれらの要因の変動により大きく異なる場合があります。また、売上高及

び利益については、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用した後の金額となってお

り、一部売上高及び利益について総額表示から純額表示になることの影響等を踏まえた数値となっておりま

す。

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定、または、締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 2,340,000

計 2,340,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2022年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2022年11月11日)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 1,740,330 1,740,330
東京証券取引所

（スタンダード市場）

権利内容に何ら限定
のない当社における
標準となる株式であ
り、単元株式数は
100株であります。

計 1,740,330 1,740,330 ― ―

（注）当社は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場しておりましたが、2022年４月４日付の東京証券取引

所の市場区分の見直しに伴い、同日以降の上場金融商品取引所名は、東京証券取引所スタンダード市場となってお

ります。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数(株)

発行済株式総数
残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

2022年７月１日～
2022年９月30日

－ 1,740,330 － 885,134 － 1,316,079

 

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6)【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2022年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

    2022年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 103,700

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,627,500 16,275 －

単元未満株式 普通株式 9,130 － －

発行済株式総数  1,740,330 － －

総株主の議決権  － 16,275 －

（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が280株（議決権２個）含まれて

おります。

②【自己株式等】

    2022年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合(％)

（自己保有株式）      

初穂商事株式会社
名古屋市中区錦
二丁目14番21号

103,700 － 103,700 5.95

計 ― 103,700 － 103,700 5.95

（注）自己株式の当第３四半期会計期間末日現在の実質所有数は103,745株であります。

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2022年７月１日から2022

年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年１月１日から2022年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,418,564 4,619,202

受取手形及び売掛金 ※ 6,002,587 6,385,747

電子記録債権 ※ 712,219 800,919

商品 1,187,178 1,488,178

その他 100,774 161,607

貸倒引当金 △3,171 △1,397

流動資産合計 13,418,151 13,454,257

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,824,026 2,823,979

その他（純額） 781,693 859,411

有形固定資産合計 3,605,719 3,683,390

無形固定資産   

顧客関連資産 431,561 391,102

その他 33,022 22,406

無形固定資産合計 464,583 413,508

投資その他の資産   

その他 1,527,622 1,502,931

貸倒引当金 △47,622 △46,892

投資その他の資産合計 1,480,000 1,456,038

固定資産合計 5,550,303 5,552,937

資産合計 18,968,455 19,007,195

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※ 7,347,257 7,056,951

電子記録債務 743,335 907,022

短期借入金 370,000 370,000

１年内返済予定の長期借入金 487,480 379,182

未払法人税等 332,078 206,997

賞与引当金 112,889 156,437

その他 478,832 500,738

流動負債合計 9,871,873 9,577,329

固定負債   

長期借入金 533,403 266,716

役員退職慰労引当金 248,322 254,684

資産除去債務 26,407 26,549

その他 328,664 342,324

固定負債合計 1,136,798 890,274

負債合計 11,008,671 10,467,603
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 885,134 885,134

資本剰余金 1,316,174 1,316,174

利益剰余金 4,949,951 5,473,780

自己株式 △123,779 △123,779

株主資本合計 7,027,481 7,551,311

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 11,393 10,689

その他の包括利益累計額合計 11,393 10,689

非支配株主持分 920,908 977,591

純資産合計 7,959,783 8,539,592

負債純資産合計 18,968,455 19,007,195
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日
　至　2022年９月30日)

売上高 21,869,437 23,372,159

売上原価 18,244,780 19,105,252

売上総利益 3,624,657 4,266,906

販売費及び一般管理費 3,116,610 3,261,488

営業利益 508,046 1,005,418

営業外収益   

受取利息 2,502 2,506

受取配当金 1,223 1,425

仕入割引 72,848 74,693

投資有価証券売却益 － 6,500

保険解約益 54,733 2,271

その他 28,918 37,963

営業外収益合計 160,226 125,361

営業外費用   

支払利息 3,500 2,633

賃貸費用 829 853

売上割引 9,356 －

その他 723 828

営業外費用合計 14,408 4,315

経常利益 653,864 1,126,463

税金等調整前四半期純利益 653,864 1,126,463

法人税、住民税及び事業税 317,565 404,134

法人税等調整額 △76,214 △12,758

法人税等合計 241,351 391,375

四半期純利益 412,513 735,087

非支配株主に帰属する四半期純利益 81,070 95,853

親会社株主に帰属する四半期純利益 331,442 639,233
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日
　至　2022年９月30日)

四半期純利益 412,513 735,087

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 8,539 △2,135

その他の包括利益合計 8,539 △2,135

四半期包括利益 421,053 732,952

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 338,863 638,529

非支配株主に係る四半期包括利益 82,189 94,422
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。

 

(１)代理人取引に係る収益認識

一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財

又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額か

ら仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。

 

(２)据付を要する商品に係る収益認識

一部の連結子会社について、顧客との契約の中で据付の義務を負う商品について、従来は、商品部分は出荷

時、役務部分は据付完了時に収益を認識していましたが、収益認識会計基準等に基づき履行義務の識別及びそ

の充足時点について検討を行った結果、商品の据付が完了した時点で、顧客は商品に対する支配を獲得し、一

部の連結子会社は履行義務を充足すると判断し、商品部分と役務部分を併せて収益を認識することとしており

ます。

 

(３)変動対価が含まれる取引に係る収益認識

売上割引について、従来は営業外費用に計上しておりましたが、顧客との契約において約束された対価から

売上割引の見積金額を控除する方法に変更しております。

 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ま

た、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに

行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積

的影響額を第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しています。

この結果、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上高が1,324,101千円減少し、売上原価は

1,309,237千円減少しましたが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であり

ます。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響も軽微であります。

なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方

法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号

2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約

から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。

なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による会計上の見積りへの影響）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による会計上の

見積りへの影響）に記載した内容から、重要な変更はありません。

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理をしておりま

す。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が、前連結

会計年度末日残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（2021年12月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2022年９月30日）

受取手形及び売掛金 150,900千円 －千円

電子記録債権 31,759 －

支払手形及び買掛金 831,511 －

 

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 2021年１月１日
至 2021年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2022年１月１日
至 2022年９月30日）

減価償却費 72,078千円 71,749千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 2021年１月１日　至 2021年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年３月26日
定時株主総会

普通株式 90,019 110.00 2020年12月31日 2021年３月29日 利益剰余金

（注）2021年１月１日付で普通株式１株を２株の割合で株式分割を行っております。１株当たり配当額については株式分

割前の額を記載しております。

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 2022年１月１日　至 2022年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年３月29日
定時株主総会

普通株式 114,560 70.0 2021年12月31日 2022年３月30日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

の末日後となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 2021年１月１日　至 2021年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
合計

 内装建材事業
エクステリア

事業
住環境関連

事業

売上高     

外部顧客への売上高 9,367,968 9,128,880 3,372,588 21,869,437

セグメント間の内部売上高又は

振替高
502 16,041 － 16,543

計 9,368,470 9,144,922 3,372,588 21,885,981

セグメント利益 302,547 413,852 135,779 852,179

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 852,179

全社費用（注） △344,133

四半期連結損益計算書の営業利益 508,046

（注）全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の管理部門にかかる費用であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 2022年１月１日　至 2022年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
合計

 内装建材事業
エクステリア

事業
住環境関連

事業

売上高     

外部顧客への売上高 10,940,547 8,876,308 3,555,303 23,372,159

セグメント間の内部売上高又は

振替高
- 42,233 - 42,233

計 10,940,547 8,918,542 3,555,303 23,414,392

セグメント利益 684,619 532,640 172,767 1,390,028

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 1,390,028

全社費用（注） △384,610

四半期連結損益計算書の営業利益 1,005,418

（注）全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の管理部門にかかる費用であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

４．報告セグメントの変更等に関する事項

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「（会計方針の変更）（収益認識に関する会計基準等の適用）」に記載のとおり、収益認識基準等を第

１四半期連結会計期間の期首から適用し、収益認識に関する会計処理の方法を変更したため、事業セグメ

ントの利益又は損失の測定方法を同様に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間におけるセグメント売上高は内装建材事

業で276,528千円減少、エクステリア事業で939,070千円減少、住環境関連事業で108,501千円減少してお

ります。なお、セグメント利益に与える影響は軽微であります。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  
前第３四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日
至　2021年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2022年１月１日
至　2022年９月30日）

１株当たり四半期純利益  202円51銭 390円59銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益 （千円） 331,442 639,233

普通株主に帰属しない金額 （千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属す

る四半期純利益
（千円） 331,442 639,233

普通株式の期中平均株式数 （株） 1,636,674 1,636,585

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

  2022年11月10日

初　穂　商　事　株　式　会　社   

取　締　役　会　　　　御　中  

 

 有限責任監査法人ト ー マ ツ 

 名　古　屋　事　務　所 

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士  坂 部   彰 彦

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士  石 原   由 寛

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている初穂商事株式会社

の2022年1月1日から2022年12月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（2022年7月1日から2022年9月30日ま

で）及び第3四半期連結累計期間（2022年1月1日から2022年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期

連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、初穂商事株式会社及び連結子会社の2022年9月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点

において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
 

以　上
 
（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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